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畑
町
川
時
代
に
於
け
る
山
城
園
の
農
民
闘
争

J
l川
島
村
に
お
け
る
庄
昼
リ
コ
ー
ル
に
つ
い
て
J
1
1

黒
一
止
葎
尻
町
「
百
性
一
撲
年
一
民
に
潜
識
し
、
山
域
闘
の
も
の
の
み
を

整
理
臨
列
し
て
み
る
と
弐
の
通
り
で
あ
る
。

見
ら
れ
る
よ
ラ
に
、
わ
ず
か
に
七
件
で
あ
り
、
そ
の
中
三
件
は
共
通
の

原
因
と
陵
地
域
に
わ
た
る
榊
酬
の
一
環
と
し
て
起
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
天

大

槻

51. 

明
六
年
は
橋
津
・
和
泉
・
大
和
・
山
域
の
畿
内
一
円
で
、
等
し
く
米
国
暴

騰
を
原
因
と
す
る
。
翌
七
年
は
金
闘
的
な
凶
作
の
年
に
営
り
、
全
闘
習
生

件
鼓
一
五
件
中
、
天
草
町
銀
主
横
暴
に
よ
る
打
設
を
除
け
ば
、
綿
て
が
飢

箇
を
原
因
と
し
、
大
半
が
打
設
で
あ
っ
た
。
同
じ
A
W
全
閣
凶
作
の
年
、
天

保
七
年
は
鰍
件
額
二
六
件
の
中
、
凶
作
・
飢
館
吉
原
因
と
す
る
も
の
一
一
=
一

ME骸
倒
的
比
重
を
占
め
る
。
こ
ラ
し
た
中
で
町
人
一
換
を
含
み
三
件
が
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叉
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典

伏見 伏見

備

考

明
和
E
T
聞
の
強
訴
は
三
橋
時
雄
日
町
一
即
日
慌
の
増
補
に
よ
る
。

信

11) 

昭
商
史
研
究
第
一
七
種
第
三
号

幕
府
直
曙
領
の
伏
見
に
集
中

L
E
い
る
の
は
、
入
制
支
配
を
特
徴
と
す
る

山
誠
の
場
合
特
に
注
目
に
使
L
よ
号
。
向
時
代
を
き
か
め
ぽ
め
畿
内
の
件

数
を
み
れ
ば
、
園
長
凡
年
へ
一
大
口
と
か
ら
貞
享
四
年
二
六
八
一
一
v

作
ι
叩
け

て
四
件

c、
線
件
騒
一
六
二
件
の
二
・
四
%
を
占
め
る
低
率
で
あ
る
が
、

山
城
闘
で
は
皆
無
左
い
ラ
著
し
い
特
質
が
〈
っ
き

η
現
わ
れ
て
〈
る
。

III 

(2) 

林
基
氏
「
近
世
に
お
け
る
階
級
闘
却
す
の
諸
形
態
」
八
頁

庄
屋
リ
コ
ー
ル
の
問
題

周
知
の
上
う
に
、
室
町
末
期
先
進
地

H
畿
内
に
お
い
て
は
農
民
の
樹
立
済

的
地
位
の
向
上
に
伴
っ
て
、
荘
園
を
越
え
た
村
落
結
合
が
形
成
さ
れ
、
反

領
主
岡
思
す
を
積
極
的
に
展
開
し
た
。
殊
に
荘
園
勢
力
の
最
後
の
健
一
品
で
怠

る
山
椀
闘
は
士
一
夜
・
図
一
撲
の
典
型
的
な
代
喪
地
捜
で
あ
り
、
西
ケ
岡

地
帯
を
中
心
に
正
長
元
年
円
一

E
7八
)
か
ら
天
豆
一

E
2
五
八
七
v

に
亘
る

約
一
六

0
年
間
に
五
四
件
と
い
ラ
他
閣
に
全
く
類
比
を
み
な
い
頒
鼓
き
で

継
起
し
た
。

ζ
れ
ら
農
民
闘
容
の
諸
成
果
が
徳
川
前
半
期
に
影
響
し
た
と

第
七
十
一
巻

四
1¥ 
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庄
屋
リ
コ
ー
ル
的
問
題

し
て
も
、
県

E
氏
「
年
表
」
に
よ
れ
ば
遥
か
に
減
っ
て
い
る
。
然
し
そ
れ

に
も
か
L

わ
ら
ぎ
地
道
な
闘
守
が
怠
っ
た
の
、
で
あ
8
。
も
L
農
民
に
し
て

中
世
木
の
間
統
字
路
一
草
す
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
山
城
闘
の
特
殊
的
慌
件
に

因
ん
だ
形
態
を
正
っ
た
た
め
、
自
ら
額
在
化
せ
ず
、
不
明
白
主
主
今
日
に

至
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
ラ
か
と
考
え
、
と
れ
ち
地
道
な
諮
問
屈
す
の
抄
述
を

試
み
た
の
が
小
論
で
あ
る
。

E霊
(3) 

地
方
史
研
究
協
議
曾
繍
、

「
地
方
史
耐
究
必
携
」
一
一
一
一
一
頁

山
械
闘
の
特
殊
的
僚
件
と
云
っ
た
場
合
、
営
然
な
が
ら
古
島
敏
雄
氏
編

「
寄
生
地
主
制
の
生
成
と
展
開
」
宇
狸
E
す
る
。
特
に
川
嶋
村
綜
久
我
村

の
北
西
約
四
粁
の
地
点
に
位
L
、
商
ケ
問
丘
陵
町
最
北
部
、
ゆ
い
川
の
西
岸

で
、
た
守
山
陰
街
道
に
市
ラ
と
と
を
除
け
ば
、
地
理
的
に
も
又
祉
曾
・
程

画
的
に
も
環
境
が
略
々
等
L
〈
、
久
我
村
の
基
本
的
諸
特
徴
は
そ
の
ま
斗

営
淑
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
思
p
h
J
G

尤
も
責
料
不
足
の
た
め
断
言
を
障
る

が
、
し
か
し
古
島
氏
の
優
れ
た
指
南
崎
通
旬
、
①
京
都
近
郊
村
と

L
仁

の
稲
単
作
地
帯
、
①
連
年
の
水
害
①
庄
官
名
主
暦

H
地
侍
の
封
建

asv 

貫
和
措
官
者
化
、
①
商
業
・
高
利
貸
菅
木
に
よ
る
土
地
保
有
の
集
中
、

⑤
土
地
喪
失
岩

H
小
作
人
の
関
仰
山
な
存
在
、
①
小
作
料
の
高
額
性
、

⑦
地
主
の
強
力
な
支
配
力
、
①
複
雑
な
入
組
支
配
ザ
々
の
下
部
構
造

の
構
成
は
相
似
性
を
も
っ
た
で
あ
ろ
号
。
小
論
で
は
「
全
生
前
的
に
地
主

に
劃
し
て
は
物
の
い
え
ぬ
闘
係
に
立
っ
て
ゐ
る
」
小
作
人
の
動
静
を
岡
事

第
七
十
竺
巻

第

掠

四

四
九

の
剛
酉
か
ら
併
せ
て
眺
め
て
み
た
い
。
伺
資
料
と
し
て
引
用
し
た
古
女
蓄

の
憾
て
は
、
川
嶋
村
軍
備
家
所
臓
の
も
の
に
擦
っ
た
。

E主
(5) (4) 

後
遺
の
諸
闘
用
干
の
大
半
は
水
害
の
年
に
聞
出
生
し
亡
い
る
。

際
史
摩
研
究
、
第
一
=
一
入
号
「
中
世
土
豪
の
土
地
所
有
形
態
に

闘
す
る
一
資
料
」
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
た
強
豪
名
主
草
嶋
家
は

幕
藩
体
制
成
立
後
、
本
百
姓
と
し
て
定
着
し
、
正
徳
三
年
で
は

高
三
八
右
四
斗
一
升
で
あ
っ
た
。
徳
川
中
期
以
降
の
記
録
に
よ

る
と
郷
土
と
し
て
苗
字
帯
刀
を
許
さ
れ
て
い
る
@

古
島
敏
雄
氏
田
川
「
寄
生
地
主
制
の
生
成
と
展
開
」
第
一
二
一
章

古
島
敏
雄
氏
編
前
掲
書
一
入
瓦

(γ) (6) 

一一

元
女
五
年
三
七
円
O
V

九
月
十
五
目
付
で
二
通
の
口
上
書
が
、
「
庄
屋

治
左
衛
門
取
込
一
一
付
御
殿
へ
願
出
」
と
し
て
提
出
さ
れ
た
@
一
週
は
「
庄

屋
役
之
儀
頭
胃
性
之
内
宇
兵
衛
・
平
右
衛
門
右
雨
入
之
者
江
被
偲
仰
付
被

下
候
」
と
吉
田
い
、
他
は
前
年
寄
久
右
衛
門
の
跡
役
が
ま
だ
決
定
し
て
い
な

い
た
め
、
暫
時
的
措
置
と
し
て
、
「
年
寄
健
之
儀
頭
町
姓
之
内
市
兵
衛
一
一

相
槌
メ
飼
相
務
申
侯
一
一
付
御
用
之
時
分
者
右
市
兵
衛
に
被
偲
仰
付
被

下
候
」

I
E
Z
4
の
で
あ
る
。
侭
令
庄
屋
の
取
込
暴
露
か
ら
罷
免
に
至
る
極

阻
を
閉
か
に
し
え
な
〈
と
も
、

H
二
週
の
口
と
書
に
頭
百
姓
以
下
コ
一
四

人
の
連
記
署
名
、
同
次
に
述
べ
る
「
御
収
ケ
米
恨
」
に
宥
取
し
う
る
本



百
姓
の
零
細
化

H
小
作
人
化
、
同
大
水
害
の
年
に
営
佳
明
年
は
減
免
一
両

の
割
合
の
順
位
に
お
い
て
享
保

l
l明
治
の
中
で
第
=
一
位
等
か
ら
激
し
い

針
抗
閲
係
者
充
分
推
量
し
え
上
う
。

E圭
(1) 

古
島
敏
雄
氏
編
、
前
摘
書

五一一一頁

京
都
周
遁
の
村
落
が
一
般
的
に
小
村
で
、
し
か
も
各
村
が
入
組
世
間
の

所
領
関
係
を
も
っ
て
い
た
と
と
は
『
つ
の
特
質
で
あ
り
、
川
嶋
村
と
て
決

L
て
例
外
た
り
え
な
か
っ
た
。
川
嶋
村
は
駕
司
以
下
七
領
主
が
剖
擦
L
、

線
村
高
一
、
一
ニ

O
E
石
一
斗
一
升
五
合
の
中
、
入
九
%
の
大
部
分
を
公
家

が
占
め
、
建
儀
を
寺
院
=
一
者
が
領
有
す
る
@
こ
の
形
敵
を
衰
一
目
す
れ
ば
弐

の
通
り
@

比輩高右主領

川
嶋
村
入
組
支
聞
の
形
盤

L両lTF|4%  

31 

41 

13 

406.27 

537.7 

180 

イ，rr澗御軒

司

屋竹

庄
屋
リ
コ
ー
ル
の
問
題

隠

5 59.355 寺蔵金

4 50 ~ 
守才二車両法

2 

二二百二100 

25 7¥幡橋本坊

計

事
京
都
府
教
育
曾
葛
野
郡
部
曾
編
纂
「
京
都
府
葛
野
郡
史
概
要
」

九
三
頁

葛
野
郡
各
村
の
入
組
支
配
の
形
態

本寸名 領主駿 村 高 戸数

太秦 4 1，872 石 173 

校高 3 298.4068 42 

谷 3 395.966 55 

梅津 3 1，258.7 ? 

西椅津 5 286.579 16 

隣 1酷 7 1，963. 41 

下嵯峨 5 419.696 41 

花園 5 88日.7 日日

梅ケ畑 3 202.37 93 

岡 6 606.612 ? 

下津林 ? 720.17 ? 

a 

備
宥

京
都
府
葛
野
郡
史
概
要

一
一
空
交
五
年
の
「
御
取
ケ
米
帳
」
円
高
五
三

O
石
七
斗
は
右
表
の
鷹
司
の

石
高
に
照
臨
し
、
叉
同
帳
に
「
名
前
歩
役
相
勤
候
百
姓
」
と
し
て
記
載
さ

れ
た
者
は
口
上
曹
に
署
名
す
る
惣
胃
性
=
一
四
人
と
一
致
す
る
@
こ
の
ニ
点

か
ら
願
書
差
出
し
の
名
宛
は
鷹
司
で
あ
り
、
惣
百
姓
と
は
腐
司
領
の
本
百

姓
で
あ
る
と
判
闘
し
、
自
動
的
に
酋
事
什
が
川
嶋
村
騰
司
領
内
に
生
じ
た

こ
在
世
知
る
E
同
時
に
、
相
臨
町
立
す
る
者
の
臨
済
闘
係
及
び
枇
曾
的
背
景

第
七
十
一
巻

主

O 

第
二
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五



住
居
リ
コ

E
H刊
の
間
関

の
考
察
を
可
能
に
す
る
。
取
ケ
米
恨
の
内
課
を
組
替
え
て
み
る
と
突
の
湿

り
で
あ
る
。

活
文
五
年
川
嶋
制
限
司
領
御
取
ケ
米
帳
内
誇

石 高

石斗升合

村内11性持高 350.3.4.5 

!日 (34 26R 563.4 

前町姓(白人J 87.7.1.1 

寺院、諸国等 64.1. 2. 8 

隣郷田作高 23.5.2.2 

惣村分 74.8.9.6 

御直納地高 6.7.2.8 

永荒地 11.0.8.1 

言f G30.7.0.0 

備
書

定
免
五
ツ
三
分

宮
古
一
は
本
百
姓
一
人
首
り
の
持
一
両
が
算
術
平
均
に
し
て
七
石
入
斗
一

升
三
合
弱
で
あ
る
に
封
し
、
小
前
百
姓
で
は
三
万
入
斗
と
い
う
何
れ
に
し

て
も
極
め
て
零
細
な
料
瞥
で
あ
る
と
と
ー
が
摘
出
ヌ
一
れ
る
。
罷
免
さ
れ
た
庄

屋
治
弁
衛
門
の
持
商
は
六
一
石
一
一
一
斗
入
升
こ
合
、
同
じ
〈
年
寄
久
右
衛
門

は
九
石
入
斗
六
合
で
島
旬
、
殊
に
前
者
の
並
外
れ
た
持
高
は
土
地
保
育
の

第
七
十
一
種

究

第
二
親

~ ，、

集
仲
崎
大
成
化
と
村
内
に
お
け
る
魔
範
た
強
力
的
安
岡
山
を
優
に
想
像
せ
し

め
る
e

こ
れ
に
針
極

L
、
庄
屋
に
推
薦
さ
れ
、
新
L
〈
登
場
し
た
頭
百
姓

宇
兵
衛
は
四
石
六
斗
一
升
四
合
、
同
じ
〈
平
右
衛
門
は
入
石
三
斗
入
升
六

合
、
父
年
寄
役
を
新
し
〈
執
務
す
る
頭
百
姓
市
兵
衛
は
七
右
人
升
ニ
合
と

い
う
平
均
持
高
以
下
の
農
民
が
少
〈
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
割
跡
的
な
型

か
ら
し
て
、
惣
百
姓
が
岡
結
L
、
庄
屋
取
込
の
非
存
を
憶
し
〈
追
求
し

τ

や
ま
ず
、
逮
に
そ
の
交
替
の
段
階
ま
で
成
果
を
震
度
し
え
た
と
と
は
、
地

味
な
村
内
問
題
な
が
ら
彼
等
の
政
治
的
勢
力
並
び
に
意
識
水
準
が
決
し
て

低
く
な
か
っ
た
と
正
を
競
明
す
る
。
備
と
の
場
合
注
意
を
要
ず
る
の
は
入

組
支
聞
の
複
雑
性
で
あ
り
、
隣
郷
田
作
寓
と
し
て
取
ケ
米
恨
に
計
上
さ
れ

て
い
る
如
〈
、
村
外
と
按
燭
を
保
つ
品
、
或
は
村
丙
で
は
ご
償
主
以
!
こ
に

わ
た
っ
て
多
払
れ
少
か
れ
困
地
の
所
有
乃
至
は
小
作
閥
河
内
の
締
結
が
あ
っ

た
と
予
測
さ
れ
る
。

睦

ω
計
算
ナ
る
に
常
り
、
草
嶋
瀬
左
衛
門
の
高
入
七
右
=
一
斗

I

六
合
並

び
に
注
屋
治
左
衛
門
の
高
六
一
右
=
斗
凡
升
三
合
を
加
え
た
と
で
算

出
し
た
た
め
、
も
し
ζ

の
雨
者
を
除
外
し
て
平
均
す
る
な
ら
ば
、
更

に
高
の
平
均
値
は
低
下
し
、
全
〈
零
細
と
な
る
。

活
文
主
年
の
翌
年
、
現
保
兎
年
は
庄
屋
一
件
の
緊
張
し
た
気
配
を
そ
白

宜
主
受
入
れ
、
健
妙
な
抗
守
に
終
止
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
す
な

わ
ち
地
主
連
合
な
る
組
織
の
再
確
認
を
間
り
、
周
弔
十
一
月
寸
地
主
仲
ケ
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コ
ー
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翁

(， 

問
中
」
の
申
合
事
項
ヂ
胸
書
の
形
式
で
結
晶
き
せ
、
露
骨
に
惣
同
姓
の
国

結
に
釘
抗
を
挑
む
と
共
に
「
御
公
儀
御
法
度
」
の
柑
と
「
定
置
候
村
法
度

」
の
矛
に
擁
き
れ
膜
内
加
を
加
亙
し
て
来
た
。
中
小
農
民
に
履
行
を
強
要
し

た
主
項
目
を
列
取
す
る
と
弐
の
通
め
で
あ
る
。

一
山
川
惣
而
村
曲
四
一
世
間
等
之
節
朋
之
儀
由
主
我
儲
ニ
不
審
之
者
有
之
候
自

分
相
互
ニ
遂
時
時
相
勤
可
申
侠
尤
病
気
無
援
用
事
差
支
有
7
侯
節
者

其
詩
肝
煎
方
へ
相
違
肝
煎
了
簡
担
問
可
申
侯
事

一
割
公
儀
様
御
本
所
様
歩
役
並
一
一
何
廻
状
等
之
御
公
明
白
分
村
中
家
別

廻
リ
ニ
相
勤
無
遅
滞
大
切
一
一
相
勤
可
申
健
一
耳
々

一
年
貢
鋲
之
儀
間
後
銘
々
地
主
方
へ
先
納
後
納
共
一
一
一
相
居
候
日
限
無
市

相
立
可
申
侠
尤
直
段
之
儀
者
本
御
所
様
御
直
段
を
以
地
主
仲
間
中
制

定
候
週
一
一
司
柑
納
候
事

一
年
一
一
員
之
犠
一
二
小
限
惣
市
百
姓
中
朋
之
申
合
之
儀
を
も
徒
獄
ケ
間
敗
伸

問
中
へ
願
出
侯
事
向
後
可
漏
無
用
伎
併
無
様
願
之
品
有
之
候
川
、
銘

々
地
主
へ
相
窺
地
主
指
圃
衣
第
一
一
可
仕
候
尤
願
之
ロ
同
一
一
寄
地
主
或
ハ

汁
庄
屋
年
寄
へ
相
違
可
申
候
事

一
仲
間
抱
之
対
林
場
内
外
草
者
格
別
下
校
堅
切
取
申
間
敷
候
尤
銘
々
地

主
抱
之
林
場
之
外
他
株
之
林
場
へ
狼
ニ
入
込
申
開
放
候
自
然
林
場
之

立
毛
銘
々
地
主
又
者
他
株
之
立
毛
一
一
市
一
も
要
用
一
一
付
申
請
候
ハ
、
字

何
と
申
所
何
程
申
請
候
哩
陣
地
、
土
方
'ha
書
付
琉
候
一
而
年
寄
代
方
へ
相
渡

主

第
一
一
規

七



庄
屋
リ
コ
ー
ル
の
問
題

可
申
候
勿
論
年
寄
代
方
，
B
地
主
方
へ
も
相
尋
可
申
候
事

一
百
姓
之
内
京
都
往
来
之
節
松
葉
切
取
持
出
シ
候
者
有
之
侯
是
等
之
族

者
同
百
姓
組
之
内

b
E
一
一
致
時
時
ポ
周
無
嬢
一
一
可
致
候
自
然
不
時
味

ニ
而
抱
場
立
毛
切
株
等
有
之
候
川
、
組
之
内
本
人
同
前
可
篤
τ
l
周
候

事
一
惣
百
姓
近
年
風
儀
不
宜
一
小
作
紘
一
一
而
仲
間
申
へ
針
決
札
而
巳
有
之
不

屈
一
一
候
白
今
無
鵡
無
之
様
一
一
可
致
候
殊
一
一
近
年
早
作
申
立
仮
初
ニ
モ

百
姓
中
佐
襲
ケ
問
敷
年
貢
等
不
納
致
難
航
剰
不
問
温
帯
一
同
等
有
之
不
屈
有

三
候
自
今
以
後
蜘
四
百
姓
申
相
互
申
合
仲
間
中
へ
針
失
植
無
之
様
一
一
相

噌
可
申
候
事

一
毎
月
人
且
五
人
宛
家
別
ニ
銘
々
地
主
方
へ
品
世
間
候
儀
相
控
候
先
和
一
一

候
碍
共
京
都
居
住
之
者
々
是
迄
不
及
其
儀
候
然
共
此
官
先
格
之
通
無

違
背
可
相
心
得
候
事

以
上
の
諾
項
目
仕
何
れ
も
村
落
共
同
件
門
的
地
主
及
び
徴
税
め
末
端
機

構
と
し
て
町
村
役
人
の
支
配
を
益
々
強
固
に
す
る
夜
心
で
あ
り
、
農
民
の

庇
長
を
抑
陸
し
、
活
動
を
禁
同
盟
す
る
意
園
以
外
の
何
も
の
を
も
表
閉
し
な

い
e

更
に
後
書
で
は
「
右
ケ
僚
者
新
田
開
設
之
節
A
仲
間
中
相
定
百
姓
中

ヘ
時
渡
置
候
品
一
一
候
得
士
(
近
年
致
忘
却
候
者
そ
有
之
候
哉
不
了
簡
之
族
有

之
候
故
今
般
開
相
時
申
渡
歴
、
と
庄
屋

:
J
E主
軸
に
盛
上
る
下
唐

農
民
の
運
動
の
た
め
、
地
主
仲
間
が
再
び
村
法
度
を
強
調
せ
ね
ば
な
ら
な

い
医
史
的
意
味
を
明
言
す
る
と
共
に
、
「
不
得
心
之
輩
者
地
主
方
江
早
速

第
七
十
-
巻

五

第
二
競

三
八

相
倖
名
前
書
伊
営
役
人
方
へ
差
出
可
申
候
、
仲
間
参
脅
之
上
一
-
て
作
略
国

有
之
侠
」
正
朗
樹
で
は
解
決
し
え
ぬ
ま
で
進
化
し
た
績
が
り
を
も
っ
農
民

的
閣
用
干
し

ι
と
れ
に
針
決
f
る
地
主
の
決
意
の
棋
を
披
漉
し
て
い
る
。
ょ
の

胸
警
が
ど
の
程
度
の
威
力
を
も
も
、
地
主
仲
間
が
如
何
な
る
形
で
現
寅
に

資
力
を
躍
動
し
た
か
、
文
帥
四
百
性
以
下
小
前
百
姓
が
師
何
に
か
i

ふ
る
圧
力

を
排
除
し
て
行
っ
た
か
此
間
限
で
た
い
が
、
開
し
い
持
抗
闘
係
を
内
包

L

続
け
た
と
と
は
確
か
で
あ
ろ
ラ
。

究
保
一
百
年
か
ら
下
る
こ
と
凡
主
年
、
天
保
七
年
(
一
λ
=
二へ
v

八
月
再
び

川
嶋
村
隠
司
舗
に
庄
家
ジ
コ
ー
ル
土
減
免
・
教
米
要
求
問
魁
が
匙
ワ
た
e

五
月
植
付
前
か
ら
九
月
に
か
け
、
雨
績
き
の
悪
天
候
に
終
始
し
た
に
の
年

は
八
月
一
一
二
日
の
大
暴
風
雨
に
王
旬
、
畑
作
は
却
論
田
作
牧
穫
の
大
半
を

、
流
失
し
、
小
作
人
の
生
活
は
特
に
韓
粧
の
極
点
に
達
し
た
。
再
一
一
一
に
わ
た

る
地
主
高
持
え
の
猷
免
要
求
の
結
果
、
ヂ
民
に
付
一
斗
五
升
宛
の
引
方
を

得
る
も
、
「
是
誼
も
下
作
人
一
統
え
心
底
一
一
ハ
不
相
叶
儀
侯
」
と
い
う
り

で
あ
る
か
ら
、
略
々
時
期
を
同
じ
〈
し
た
庄
屋
慎
免
一
件
の
展
開
H
.
E

I
村
明
秩
序
の
危
機
的
様
相
の
上
に
成
り
立
つ
亡
い
た
の
で
あ
る
。

九
月
二
六
日
夜
以
来
一
一
一
日
間
、
万
願
寺
に
集
っ
た
材
方
一
統
の
大
衆
討

議
で
庄
屋
治
左
衛
門
を
徹
底
的
に
弾
糾
す
る
と
共
に
、
一
統
同
心
の
大
事

を
岡
る
た
め
連
判
献
が
作
成
さ
れ
た
。
「
一
統
之
中
萱
人
に
而
も
二
、
U
有

@ 



之
も
の
見
嘗
り
候
得
者
村
方
一
統
よ
匂
ふ
つ
き
合
可
致
候
」
と
結
束
の
堅

固
き
を
表
明
し
た
が
、
連
判
加
問
者
一
一
一
入
名
の
中
に
顕
一
百
性
宇
兵
衛
以

A
r
小
高
持
・
県
南
百
姓
を
網
羅
し
た
点
位
、
中
程
hr
ら
璃
司
年
寄
三
郎
兵

衛
・
由
市
五
郎
の
み
な
ら
ず
、
仙
洞
倒
庄
屋
要
市
郎
、
同
年
寄
清
兵
衛
、
竹

屋
領
昨
屋
滑
左
衛
門
を
も
一
時
同
心
に
加
担
せ
し
め
え
た
こ
と
と
合
せ
て

先
の
一
目
女
五
年
に
較
ぶ
れ
ば
優
れ
た
特
質
で
あ
る
。
川
嶋
村
の
最
有
力
者

郷
士
草
嶋
兵
庫
を
名
宛
と
し
亡
連
判
朕
が
託
さ
れ
た
時
、
村
内
の
悶
勢
力

作
既
に
毛
の
師
協
を
決
L
て
、
庄
屋
治
左
衛
門
は
一
方
的
に
孤
立
化
す
る

ば
か
h
で
あ
っ
た
。
他
方
、
針
外
的
に
は
代
官
に
針
し
て
、
「
株
中
者
不

申
及
品
小
林
之
者
共
も
一
同
不
得
心
に
付
右
治
左
衛
門
御
呼
出
之
上
御
札

の
儀
信
恐
加
判
者
共
'ha
備
に
輩
出
刷
上
使
」
と
の
願
書
を
提
出
L
、
鉛
く
迫

っ
た
。治

左
衛
門
は
一
ヱ

O
余
年
問
、
庄
屋
に
在
任
し
た
た
め
、
そ
の
罪
科
の
禍

根
は
相
官
深
〈
、
親
類
の
頭
百
姓
新
兵
衛
を
も
敵
明
者
に
廻
す
の
で
あ
っ

〈
み
れ
ば
、
下
厨
農
民
の
圧
力
が
甚
だ
強
固
で
あ
っ
た
と
訴
に
彼
個
人
は

告
程
の
悪
錬
悪
鬼
と
思
わ
れ
る
。
次
に
罪
状
答
申
の
中
か
ら
主
要
な
も
の

を
翠
げ
よ
ろ
。

一
庄
屋
宅
一
一
お
ひ
て
例
年
免
割
之
節
小
入
用
帳
ヲ
百
姓
一
同
一
一
得
心
い

た
し
候
様
讃
可
聞
義
先
例
之
昆
泊
左
衛
門
義
四
・
五
年
以
前
よ
り
早

誤
聞
事
。

-
同
人
向
宅
並
一
一
門
官
靖
之
節
村
中
一
統
之
山
へ
踏
込
無
相
談
我
慢
一
一

庄
屋
リ
コ
ー
ル
の
問
題

樹
木
伐
取
骨
需
一
二
相
用
事
。

一
同
人
様
村
方
一
腕
之
山
へ
踏
込
無
相
談
或
年
斗
h

り
も
我
慢
=
「
木
b

り
取
同
人
摂
ホ
に
柑
用
事
。

一
村
方
一
統
の
字
熊
毛
興
中
林
一
一
生
立
候
松
ノ
木
他
へ
曹
挑
其
代
銀
自

分
収
込
事
。

一
村
方
百
姓
之
内
情
左
衛
門
心
民
一
一
肌
不
叶
義
も
有
之
候
λ

、
村
方
一

統
へ
申
倒
れ
其
者
ハ
立
退
可
申
付
な
ど
興
申
篤
差
儀
一
一
モ
知
之
節
潟

悶
り
儀
信
之
判
之
事
。

一
先
年
よ
り
村
方
神
宮
寺
支
配
い
た
し
衆
力
候
へ
共
我
漫
之
取
斗
い
た

し
仲
ケ
間
へ
立
台
風
凶
定
無
之
事

一
村
方
市
百
姓
勘
右
衛
門
方
へ
治
左
衛
門
世
話
ニ
而
田
地
錆
員
勘
右
衛

門
死
後
右
田
地
一
一
吋
候
停
年
貢
治
左
衛
門
方
へ
股
込
事
。

一
文
政
千
二
v

丑
臨
目
、
銀
百
百
十
匁
、
右
者
小
林
様
御
講
〈
ず
れ
取
込

之
事
。

右
の
外
、
金
額
の
は
っ
き
り
し
た
公
金
梢
領
だ
け
で
入
制
を
数
え
る

が
、
特
に
注
目
を
引
〈
の
は
質
保
一
百
年
地
主
仲
間
連
合
で
決
め
ら
れ
た
山

林
庇
理
に
闘
す
る
村
法
度
等
が
悉
〈
陵
駒
吉
れ
、
村
出
皮
な
る
も
の
i
h

本

質
を
露
呈
す
る
と
同
時
に
、
違
反
の
節
は
「
仲
間
容
曾
之
上
一
一

τ作
酪
可

有
之
」
と
の
殺
し
文
句
が
全
く
逆
用
さ
れ

τい
る
点

σあ
る
。

「
退
役
之
儀
者
勿
論
念
度
御
各
も
可
有
」
と
の
最
し
い
言
葉
の
裏
に
、

「
格
別
の
御
憐
感
を
以
一
顧
御
礼
も
無
之
傾
之
通
り
退
役
被
仰
付
」
れ
る

第
七
十
一
翁

五
回

第

続

九



庄
屋
p
コ
ー
ル
の
問
題

と
い
pn
，
慰
撫
す
る
が
畑
き
言
躍
を
用
意
L
た
閥
、
主
砲
司
作
農
業
大
切
の
前

仁
問
者
時
調
停
を
闘
ゎ
、
跡
殺
に
つ
い
て
は
村
方
が
推
薦
す
る
頭
百
姓
新

兵
衛
・
宇
共
衛
め
雨
入
を
承
認
す
る
に
及
ん
で
漸
〈
針
領
宇
一
樹
係
は
完
了

し
た
。
然
L
村
内
秩
序
の
再
編
成
を
め

rっ
て
ね
治
左
衛
門
の
制
裁
を
中

心
に
借
暗
迷
を
績
け
た
。
?
な
わ
ち
再
び
方
願
寺
に
集
議
し
た
村
方
一
統

は
そ
の
府
ょ
に
て
治
左
衛
門
と
封
殺
し
、
十
九
頃
H
m罪
献
の
詰
問
糾
問

主
責
任
の
在
り
方
を
追
求
し
た
c

乙
の
問
、
治
左
衛
門
の
エ
ス
ケ
ー
プ
を

生
仁
、
ま
す
y
k
農
民
の
硬
化
を
招
い
た
が
、
平
嶋
兵
庫
、
久
我
村
庄
屋

宇
右
衛
門
ハ
拍
車
n
y岡
田
.
育
土

F
し
て
駅
前
敏
仁
川
出
廿
U

、
そ
の
月
下
将
村
庄
屋

嘉
右
衛
門
等
の
斡
旋
の
労
が
功
を
養
し
、
妥
協
を
結
ぶ
に
去
っ
た
。
亡
の

場
合
、
興
味
あ
る
の
は
仲
介
者
の
抽
出
度
で
あ
旬
、
「
一
統
む
致
問
、
山
来
れ

J

候
へ
共
治
左
衛
門
家
不
明
積
一
一
も
可
相
成
能
興
気
之
毒
ニ
有
侠
」
と
レ
う

震
意
に
基
〈
積
極
的
活
動
位
、
下
か
ら
の
庄
力
が
念
烈
な
時
だ
け
に
、
は

っ
き
力
と
同
心
の
限
界
を
表
示
し
て
レ
る
。
か
く
て
用
者
向
妥
結
点
は
、

①
「
治
左
衛
門
儀
青
他
所
隠
居
」
①
「
己
後
村
方
表
用
之
儀
ニ
付
い

入
侯
儀
決
而
致
申
間
敷
候
」
①
「
治
左
衛
門
相
続
之
儀
者
以
枠
政
相
組

候
」
①
「
枠
控
も
村
方
一
い
江
針
シ
設
儲
無
之
様
相
恨
可
申
候
」
そ
り

他
眠
込
諸
井
に
闘
し
て
は
仲
介
者
一
任
の
型
で
後
日
の
違
反
に
備
え
た
最

終
的
仕
上
が
行
わ
れ
た
。
か
く
し
て
、
右
の
却
す
識
の
過
程
仁
多
大
の
努
力

と
時
聞
が
か
け
ら
れ
、
農
事
官
妨
げ
る
ζ

と
少
か
ら
ね
も
の
が
あ
っ
た
た

め
、
と
の
犠
牲
を
鴨
い
補
償
「
る
意
味
で
治
左
衛
門
の
他
村
親
類
中
よ
り
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村
方
え
見
舞
酒
料
と
し
て
金
子
て

O
雨
、
叉
多
〈
の
岡
地
を
川
嶋
村
に
も

つ
下
桂
村
入
角
衛
門
よ
り
金
子
一
一
聞
と
泊
五
半
、
同
じ
〈
宇
治
井
村
市
右

衛
門
よ
り
金
子
と
泊
が
贈
ら
れ
、
集
曾
そ
の
他
の
雑
費
に
遣
っ
て
、
残
金

比
日
刊
方
一
杭
に
針
L
頭
割
り
に
一
朱
宛
囲
賞
さ
れ
た
。

以
上
の
よ
4
に
三
五
日
間
に
わ
た
っ
た
此
の
)
件
は
罷
免
成
功
の
中
に

落
着
す
る
が
、
前
述
の
如
〈
、
被
免
要
求
を
強
程
度
貫
徹
し
う
る
も
、
命

中
小
h

グ
ラ
ス

ι

以
下
の
農
民
生
活
が
水
害
を
直
接
の
契
機
と
し
て
危
殆
に
瀕

L
ζ
い
る
た
め
、
更
に
救
米
運
動
え
と
矛
先
は
反
持
す
る
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
「
其
漣
並
も
の
叫
霊
撞
l
大
阿
世
U

際
御
高
御
救
米
頂
戴
仕
候
儀

小
百
姓
共
追
々
何
一
説
仕
候
付
右
等
を
柑
含
ミ
私
共
へ
旬
日
奉
願
よ
臭
様
申

出
掛
候
同
質
一
一
一
小
証
明
己
事
奉
納
上
候
」
と
村
の
大
勢
は
上
部
権
力
え
向
い
、

「
寛
政
年
中
御
救
米
頂
戴
仕
候
謬
も
有
之
候
へ
者
賞
申
年
御
救
米
二
拾
石

斗
り
」
を
下
さ
れ
と
要
求
を
提
山
川
し
た
。
尤
も
、
そ
の
後
の
鶴
慣
に
つ
い

て
は
判
然
と
し
な
い
が
、
翌
八
年
の
新
長
街
一
件
文
害
の
中
に
、
「
首
春

御
殿
様
a
h
o

株
内
必
王
難
蹴
之
者
訂
御
救
木
被
ア
ー
置
候
」
、
叉
「
御
殿
棋
倒

納
戸
金
営
村
方
江
拝
借
仕
佐
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
要
求
を
無
腕
し
え
な

か
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

村
方
向
推
薦
に
よ
め
治
左
衛
門
の
跡
役
を
憐
い
だ
新
庄
屋
新
兵
衛
、
と
宇

兵
衛
に
針
し
て
も
一
杭
位
決
し
て
手
放
し
で
な
か
っ
た
@
「
先
札
庄
屋
役

相
載
り
勤
致
居
侠
儀
も
有
之
且
叉
酋
村
右
雨
入
儀
庄
路
質
意
之
人
物

ゆ
A

」
に
と
そ
信
任
を
興
え
た
が
、
翌
天
保
人
年
に
は
既
に
新
兵
衛
の
赤



裸
L
H

な
質
態
を
把
撞
し
℃
し
る
。
彼
等
が
素
描
し
た
新
兵
衛
と
は
凡
そ
弐

の
通
り
で
怠
っ
た
。

-
引
離
様
御
納
戸
金
賞
村

ιρ
江
持
借
仕
候
内
新
兵
衛
少
々
自
前
拝
借
仕

候
而
貫
置
女
相
役
宇
兵
衛
方
江
差
入
可
置
管
之
庭
宋
其
偉
打
拾
置
侯

一
同
人
庄
屋
之
主
役
儀
此
年
之
皆
酒
害
問
姓
央
L
H

江
速
一
一
可
認
遣
筈
之

庖
来
賓
俸
釘
捨
車
道
方
茂
在
之
其
も
の
よ
り
折
々
催
促
一
一
及
知
ら
せ

共
未
等
閑
一
一
致
シ
首
候
事

一
兵
庫
宅
へ
先
例
村
方
諸
λ
用
勘
定
帳
面
年
々
一
通
り
捧
入
在
之
候
魔

是
口
担
蕊
春
来
其
偉
打
捨
置
候
一
E
A

-
首
春
御
殿
様
A
株
円
必
至
難
路
之
者
江
御
救
米
被
干
置
候
鹿
新
兵
衛

義
相
役
へ
無
相
談
、
え
と
ひ
い
き
の
取
斗
致
シ
候
事

右
の
外
、
隠
司
殿
町
御
用
提
腔
を
私
用
し
た
こ
と
又
無
資
格
に
b
L
わ

ら
，
す
帯
刀
L
供
召
連
れ
た
ζ
と
等
が
臨
時
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
堕
に
指
摘
に

止
ま
る
も
の
か
、
京
は
再
度
リ
コ
ー
ル
に
ま
で
設
展
し
た
も
句
か
は
資
料

町
制
酌
上
明
瞭
で
な
い
。
然
L
鋭
い
政
治
的
感
現
に
裏
付
け
ら
れ
た
活
動

が
紹
え
ず
村
行
政
の
上
に
注
が
れ
て
い
た
こ
と
を
看
取
す
る
な
ら
ば
、
新

兵
衛
の
一
件
と

τ決
し
て
看
過
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

天
保
十
年
十
一
月
、
川
嶋
村
の
北
部
に
位
ず
る
隣
村
下
桂
村
に
お
い
℃

庄
屋
伊
兵
衛
リ
コ
ー
ル
の
問
題
が
生
じ
た
e

多
額
の
借
財
に
困
惑
し
た
村

は
、
そ
の
庭
理
策
と
し
℃
同
年
七
月
領
主
よ
り
銀
子
を
拝
借
し
た
が
、
と

の
銀
子
の
運
用
方
法
を
立
曾
勘
定
の
下
で
審
議
す
る
中
に
、
首
事
件
の
謹

庄
屋
リ
ヨ
1

ル
の
問
閤

端
と
な
る
庄
屋
取
込
の
非
行
が
露
闘
し
た
の
で
あ
る
。
庄
屋
取
替
を
願
出

た
口
上
書
に
基
お
古
事
件
の
概
要
を
点
描
ず
る
と
次
の
通
り
。
銀
子
耳
借

の
碇
後
、
借
財
が
多
額
で
匙
る
闘
係
土
、
近
年
の
帳
面
閲
覧
を
庄
屋
に
乞

う
た
と
と
ろ
、
限
面
の
計
算
違
い
と
し
て
銀
三
五

O
匁
を
申
寄
ζ

し
た

が
、
依
然
帳
面
の
提
示
が
な
い
た
め
、
疑
惑
を
も
っ
た
村
点
は
執
劫
に
モ

め
公
開
を
迫
っ
た
。
改
め
て
年
寄
耐
人
を
仲
介
に
立
曾
勘
定
の
犠
を
担
案

ず
る
や
、
叉
々
銀
二
五

O
匁
を
間
遠
と
認
め
た
た
め
、
桁
領
的
概
大
は
必

定
と
村
方
一
腕
が
衆
議
に
及
ベ
ば
、
多
人
取
の
交
法
は
悶
る
と
の
理
由
E

申
立
を
な
し
、
結
局
仲
介
岩
を
通
じ
て
取
込
の
銀
子
一
一
定
H
目
を
差
出
し

た
。
嘗
銀
子
は
早
速
簡
主
に
返
還
さ
れ
た
が
、
モ
の
後
村
方
の
生
活
閑
窮

が
加
増
す
る
や
、
再
び
庄
岸
の
取
込
を
総
A
I咋

L
、
そ
の
退
役
を
領
主
に
願

出
た
。
銀
子
tp
飼
町
七
日
か
ら
口
上
書
日
付
日
一
十
一
月
迄
少
〈
と
も
五
ヶ

月
間
、
退
役
が
命
ぜ
ら
れ
ぬ
ま
与
に
伊
兵
衛
の
我
意
が
増
長
す
る
に
反

し
、
下
唐
農
民
の
生
活
が
破
綻
に
向
っ
て
い
る
た
b
、
針
立
は
深
刻
で
あ

り
、
抗
府
宇
は
瀬
烈
で
あ
っ
た
と
容
易
に
唱
え
ら
れ
る
。

天
保
十
一
年
、
再
び
川
嶋
村
に
お
い
て
前
庄
屋
市
左
衛
門
を
被
告
に
訴

訟
語
科
が
起
っ
た
。
原
告
は
年
寄
と
惣
百
姓
で
あ
り
、
四
年
前
の
未
解
決

事
併
の
再
設
と
考
え
ら
れ
る
。

ζ

の
訴
訟
の
問
問
点
を
摘
出
す
れ
ば
、
の

「
同
地
質
買
改
之
節
惣
百
姓
難
儀
仕
候
問
古
水
帳
二
加
相
渡
h

り
候
様
↑
一
奉

願
候
御
事
」
①
「
惣
作
同
地
宛
米
阪
詩
取
引
円
合
見
申
度
事
存
候
へ
共

相
渡
シ
不
申
侠
間
御
時
時
被
漏
成
下
相
渡
り
申
様
-
一
事
願
候
御

第
七
十
一
巻
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庄
屋
リ
コ
ー
ル
の
問
題

事
」
の
ご
点
で
あ
り
、
在
費
六
年
と
事
保
十
二
年
の
検
地
限
及
び
一
危
一
時
と

副
賞
永
年
号
の
惣
作
田
畑
宛
米
恨
の
譲
り
渡
し
要
求
で
あ
る
。
然
し
治
左
衛

門
の
職
権
悪
用
に
よ
る
不
正
事
賓
が
基
底
的
内
在
と
な
っ
て
い
る
た
め
、

新
庄
屋
え
険
地
帳
と
宛
米
阪
を
引
段
す
と
と
に
よ
っ
て
の
み
給
力
Z

つ
る
正

仕
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
逝
を
言
え
ば
、
だ
か
p
り
と
そ
附
恨
の
引
渡
し
は

聞
純
で
な
か
っ
た
の
で
怠
る
。
訴
訟
問
題
の
①
で
は
事
ら
田
地
宵
買
の
際

医
臥
・
且
山
米
轄
を
師
陣
地
帳
F
照
合
す
る
必
要
か
ら
返
設
が
求
め
ら
れ
た
に

到
し
、
①
の
朗
合
は
小
作
桝
に
関
聯
す
る
複
雑
性
が
苧
ま
れ
て
い
る
。
一
耳

東
、
除
問
領
的
高
占
ハ
ム
ハ
有
五
斗
一
合
の
無
主
惣
作
分
の
出
畑
仕
小
高
持
乃

至
無
高
百
姓
に
よ
り
小
作
米
下
値
で
小
作
古
れ
て
い
た
が
、
h

」
の
耕
作
農

民
町
中
に
、
困
窮

L
家
日
臨
帽
す
る
者
や
農
耕
一
小
能
に
よ
り
問
畑
を
返
納

す
る
者
等
が
生
じ
夫
。
治
左
衛
門
は
と
の
機
脅
に
乗
じ
て
、
そ
れ
ら
を
親

籍
身
寄
の
者
に
小
作
さ
せ
、
徳
間
米
を
調
占
す
る
椅
暴
を
敢
て
や
っ
た
た

め
、
必
然
的
に
惣
百
性
的
小
作
平
等
と
機
宮
間
等
の
要
求
が
起
っ
て
来
た

の
で
島
る
c

小
高
持
百
姓
を
主
体
と
し
た
盟
百
牲
は
夫
役
人
足
轄
の
課
役

を
平
等
に
負
担
し
て
い
る

ζ
と
を
前
擦
に
大
高
持
に
訴
え
る
が
、
間
接
利

害
関
係
を
も
た
ぬ
大
高
持
に
何
等
の
痛
俸
を
興
え
え
ず
、
解
決
に
一
頓
挫

を
来
し
た
と
こ
ろ
、
天
保
七
年
の
庄
屋
9
ヨ

1
ル
が
成
功
す
る
や
、
常
問

題
は
即
下
に
割
合
小
作
と
な
り
、
平
等
化
の
要
求
を
一
臆
質
現
し
た
。
然

L
新
庄
屋
に
手
渡
さ
れ
土
宛
米
阪
は
治
左
衛
門
の
倖
友
右
衛
門
の
手
跡
に

た
る
新
恨
で
あ
っ
た
た
め
、
従
来
の
疑
点
は
更
に
小
作
料
に
ま
で
構
大

第
七
十
一
巻

五
七

第

斑

四

己
、
殊
に
汚
職
・
費
永
年
号
の
惣
作
田
畑
宛
米
帳
b
z
賢
見
し
た
と
い
う
詮

人
等
が
あ
わ
、
迭
に
営
宛
米
恨
の
返
還
を
求
め
る
裁
判
に
業
で
至
っ
た
の

で
あ
る
。
と
の
事
件
伐
と
れ
以
上
聞
か
で
な
い
が
、
前
述
弗
の
諸
闘
容
と

同
じ
〈
申
下
暦
農
民
が
可
成
句
適
確
な
し
か
も
肢
し
い
批
判
力
を
備
え
て

お
り
、
時
宜
に
越
し
た
判
断

ι行
動
を
も
っ
て
、
組
与
え
ず
惚
済
的
地
位
の

改
善
を
目
標
に
特
種
の
手
段
を
巧
妙
に
利
用
し
な
が
ら
地
道
な
諮
問
勤
を

慣
け

τ
い
た
之
と
を
知
る
の
で
あ
Z
o

四

宗
水
元
年
ハ
一
λ
円
λ
〉
川
崎
村
に
小
作
料
蹴
免
問
題
が
配
っ
た
。
先
づ

騒
動
の
楓
要
を
矧
h

リ
ラ
る
唯
-
の
槻
ま
っ
た
も
の
と
し
て
許
献
一
札
を
掲

げ
よ
う
。
尤
也
許
黙
と
い
づ
特
殊
形
式
の
性
格
上
記
載
事
項
を
そ
の
ま
L

客
翻
肌
し
え
な
い
こ
と
は
勿
論
で
島
る
。

一
札
之
事

宮
凡
月
大
風
洪
水
一
一
市
水
損
風
侮
難
路
之
村
方
往
々
有
之
候
鹿
営
村

方
之
義
者
右
畢
之
磁
も
柑
遁
レ
相
陣
之
年
柄
も
有
之
候
而
収
入
仕
及
此

度
徒
諜
ケ
開
勲
下
作
人
一
同
申
告
セ
御
役
人
中
並
御
高
持
衆
中
へ
早
嘗

之
義
願
出
侠
庖
段
々
御
町
噴
被
仰
村
御
理
解
之
上
特
別
之
御
勘
砕
を
以

四
国
萱
区
一
一
付
三
升
充
引
免
被
成
候
円
、
下
作
人
一
同
難
有
可
華
存
候

然
ル
と
者
極
凶
作
之
年
誼
も
一
同
申
合
徒
黛
ケ
問
布
義
者
己
後
決
而
仕

問
敷
候
若
又
格
別
之
凶
作
専
有
之
候
節
者
獲
入
不
仕
候
内
銘
一
三
宜
人
立



賀
意
を
以
直
談
御
願
可
申
上
候
篇
後
日
一
札
如
件

嘉
永
冠
申
十
一
月
晦
日

高
組
手
町

議
四
郎
以
下
七
五
名
連
署
加
判

右
の
簡
単
な
鍍
述
か
ら
、
純
梓
な
小
作
人
の
み
の
結
紫
が
地
主
勢
力
に

街
抗
し
だ
ζ

と
を
首
事
件
の
大
き
な
特
徴
土
し
て
指
摘
L
Fつ
る
。
こ
i
h

で

「
純
粋
な
小
作
人
」
と
い
う
の
は
自
小
作
人
を
除
外
し
た
意
時
で
あ
り
、

「
下
作
人
之
中
ニ
毛
自
分
少
々
回
面
所
持
い
た
し
他
之
下
作
篇
致
侯
者
山

高
持
へ
歪
ル
L

と
い
ラ
自
小
作
人
の
院
落
は
多
大
の
影
響
を
興
え
た
。
然

L
脱
落
し
た
者
は
卑
に
自
小
作
人
な
る
小
高
持
百
姓
に
限
ら
ず
無
高
百
姓

に
も
及
び
、
「
寺
方
支
閏
之
輩
は
ほ
ゾ
高
ハ
無
之
共
高
持
之
中
へ
至
九
」

叉
「
下
作
人
之
中
一
一
モ
下
作
人
タ
リ
共
高
持
之
中
へ
至
凡
」
等
の
如
〈
、

陣
列
は
必
ず
し
も
統
一
さ
れ
亡
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
c

こ
の
こ
と
は
天

保
七
年
の
庄
屋
リ
ヨ
ー
ル
の
際
、
連
山
引
献
加
躍
者
が
一
ご
入
名
で
あ
っ
た

に
劃
L
、
詫
献
の
連
署
加
判
者
が
七
五
名
で
あ
り
、
約
四
割
の
縮
減
を
一
目

し
て
い
る
ζ
と
に
よ
っ
て
も
聞
か
で
あ
ろ
号
。
こ
の
致
命
的
失
陥
は
限
令

最
後
に
結
集
ず
る
者
が
一
騎
常
千
的
猛
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
補
い
ラ
ベ

〈
も
な
く
、
又
地
主
勢
力
が
こ
れ
を
不
注
意
に
看
過
し
え
よ
う
筈
は
な
か

勺
た
。
す
な
わ
ち
「
高
持
一
同
役
人
一
同
申
合
銘
々
岡
地
取
上
ケ
可
申
心

底
ニ
相
極
メ
地
頭
並
公
渥
へ
も
凶
器
山
候
心
得
惇
と
い
ラ
頑
強
な
意
思

町
統
一
Lι

高
E
的
な
割
抗
繁
が
編
み
出
さ
れ
、
ど
れ
を
旗
印
正
し
て
強
行

庄
屋
リ
コ
ー
ル
の
問
題

し
た
時
、
爾
一
ニ
夜
の
集
舎
を
重
ね
た
小
作
人
は
地
主
を
相
手
に
到
底
成
果

を
翠
げ
づ
る
も
の

E
な
く
、
む
し
ろ
詫
扶
す
ら
脅
か
ざ
る
を
え
た
か
っ

た
。
然

L
「
甑
百
姓
」
式
結
合
形
鮪
か
ら
「
小
作
人
」
式
結
合
形
態
え
の

移
行
は
小
高
持
百
姓
を
も
含
ん
だ
中
間
暦
日
動
向
に
よ
h
決
定
づ
け
ら
れ

た
と
し
て
も
、
と
の
決
居
を
基
本
的
に
方
向
づ
け
た
の
は
底
乱
な
小
作
人

暦
の
盛
め
上
り
で
な
か
ら
え
J
b
。
適
首
な
資
料
な
き
た
め
土
地
所
有
階
層

別
構
成
等
か
ら
こ
れ
を
椴
詮
L
断
定
し
え
な
い
が
、
例
え
ば
一
四
女
五
年
川

嶋
村
腐
司
領
持
高
陪
暦
別
構
成
か
ら
一
層
農
民
分
化
が
進
展
し
た
と
傾
定

す
る
な
ら
ば
、
中
間
暦
の
も
つ
役
割
を
新
し
く
認
識
す
る
必
要
以
上
に
、

た
と
え
敗
北

L
た
め
と
臨
も
小
作
人
厨
の
激
し
く
且
新
し
い
情
動
に
注
目

す
る
必
要
が
あ
る
。
次
に
中
間
暦
の
動
向
を
制
約
す
Z
も
の
と
L
E
水
害

を
無
脱
し
え
な
い
。
諸
問
守
の
遊
年
に
針
し
て
水
害
出
自
然
的
外
的
保
持

を
構
成
し
た
こ
と
は
元
文
五
年
及
び
天
保
台
年
更
に
嘉
永
沼
年
の
例
に
よ

っ
て
も
聞
か
で
あ
る
。
天
保
七
年
に
は
反
宮
り
一
右
五
斗
の
誠
免
及
び
教

米
の
拙
下
げ
・
納
戸
金
の
拝
借
等
斡
庄
屋
U
コ
ー
ル
日
成
功
と
共
に
獲
得

し
た
の
に
針
L
、
嘉
永
沼
年
で
は
反
嘗
り
三
升
で
あ
り
、
前
者
が
惣
百
姓

形
曲
闘
で
あ
っ
た
に
反
L
、
後
者
は
小
作
人
形
態
で
あ
っ
た
こ
と
は
中
間
唐

の
動
静
を
通
じ
て
水
害
の
程
度
が
徴
妙
に
作
用
し

τい
る
と
と
を
裏
書
す

る
。
然
し
水
害
と
い
う
偶
然
出
僚
件
が
「
天
保
型
」
左
「
嘉
永
型
」
な
る

酎
照
的
な
結
果
を
招
来
し
た
と
い
ヲ
の
で
な
く
、
中
間
臨
閣
の
蹄
幽
に
戒
程

度
の
制
約
を
輿
え
た
か
ら
と
そ
軽
覗
し
え
な
い
と
云
う
の
で
あ
る
E

第
七
十
一
往

五
八

四

第

焼



庄
屋
リ
コ

1
凡
の
問
題

程
的

ωω
嘉
氷
一
元
申
十
一
月
草
嶋
兵
庫
有
苧
記
置
「
下
作
人
詑
リ
一

札
」
の
片
偶
に
害
か
れ
れ
れ
註
記

ω
右
同
年
月
、
右
同
者
「
下
作
人
詑
り
一
札
」
に
闘
す
る
質
書

庄
屋
リ
コ
ー
ル
を
直
按
的
に
も
間
接
的
に
も
目
標
と
し
な
い
た
め
、
自

ち
佐
来
の
リ
コ
ー
ル
闘
事
と
方
針
・
手
段
・
形
践
に
お
い
て
異
な
ら
ざ
る

を
え
な
b
っ
た
が
、
然
L
、
そ
れ
に
し
て
弔
筒
且
関
守
主
体
が
漸
弐
下
暦

農
民
殊
に
小
作
人
暦
に
移
行
し
た
の
で
は
な
か
ち
r
っ
か
。
そ
し
て
、
こ
の

具
体
的
形
象
が
嘉
ホ
一
百
年
の
小
作
料
猷
免
要
求
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る。

五

以
上
述
ベ
て
き
た
と
こ
ろ
を
結
論
と
し
て
締
揺
す
れ
ば
次
の
如
く
要
約

き
れ
る
。

①
領
主
入
組
支
配
の
複
雑
性
に
基
く
領
主
権
問
弱
化

ι反
L
、
地
主
安

問
権
が
強
か
っ
た
と
と
は
久
我
村
の
質
語
的
研
究
を
通
じ

τ既
に
論
究
苫

h
て
い
る
と
と
ろ
で
あ
わ
》
と
の
山
蹴
閣
の
特
性
は
首
然
な
が
ら
最
民
閲

事
に
基
抵
的
な
影
響
を
興
え
た
。
す
な
わ
ち
強
力
な
統
一
的
領
主
権
力
が

一
闘
を
完
全
支
臨
す
る
統
治
形
態
で
な
か
っ
た
た
め
、
各
村
落
の
連
繋
は

お
ろ
か
村
落
内
部
に
お
い
て
も
共
同
組
織
は
容
易
に
形
成
さ
れ
ず
、
全
閥

的
飢
餓
等
の
特
殊
的
例
外
を
除
け
ば
‘
群
小
の
八
究
家
領
主
を
車
位
可
と
す
る

第
七
十
一
巻

E 
九

第

E埠

四
四

個
別
的
閣
守
に
終
始
す
る
場
合
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
の
と
と
は
中

世
宋
町
農
民
闘
宇
が
桂
川
町
稽
瓶
利
用
を
契
機
に
症
閣
を
越
え
た
村
落
結

合
を
成
立
せ
し
め
だ
こ
と
と
著
し
い
封
限
を
な
す
。
次
に
領
主
の
弱
体
他

に
反
比
例
し
、
強
大
化
す
る
地
主
は
後
期
に
至
り
庄
屋
伎
を
勤
め
る
家
が

多
か
っ
た
た
め
、
矛
盾
と
摩
擦
の
大
部
分
は
こ
i
A

を
中
心
に
接
闘
し
針
立

し
た
ロ
故
に
ど
そ
庄
医
リ
コ

1
λ

問
題
の
誕
生
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ

る

。

然

L
、
車
に
庄
屋
と
い
ラ
役
柄
に
の
み
問
題
が
集
中
さ
れ
た
の
で

な
く
、
り
コ

1

凡
な
る
問
題
を
通
し
て
、
小
規
模
な
裏
作
茶
歯
の
窮
迫
版

費
、
土
地
所
有
の
集
舗
と
土
地
喪
失
者
の
隷
属
小
作
人
化
、
高
額
小
作
料

の
牧
得
、
水
需
に
際

L
亡
の
恩
恵
的
救
済
等
の
紅
曾
極
済
的
諮
問
閣
が
集

約
化
さ
れ
て
い
た
と
と
は
一
豆
一
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
次
に
・
合
法
的
な
リ
コ

ー
ル
と
い
う
手
段
を
選
ん
だ
の
は
、
た
し
r
一
え
そ
の
過
程
に
徒
紫
等
の
禁
令

を
犯
ず
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
一
干
も
一
大
特
質
で

b
り
、
中
世
末
と
は
好
明

照
を
な
す
。
こ
の
合
法
的
手
段
を
選
ん
だ
基
本
的
原
肉
と
し
て
、
領
主
と

庄
屋
H
地
主
の
関
係
が
考
え
ら
れ
よ

i
e
fな
わ
ち
縦
の
闘
係
を
も
っ
領

主
の
本
源
的
統
治
形
式
な
る
封
盈
的
支
聞
正
樹
の
閥
係
を
も
っ
庄
屋
日
地

主
の
本
源
的
統
治
形
式
な
る
共
同
体
的
安
田
が
版
行
的
で
島
り
、
庄
山
田
』

r

地
主
が
領
主
植
力
と
嬰
叫
す
る
特
躍
的
商
人
乃
去
は
過
酷
な
徴
枕
の
末
端

機
構
と
し
て
農
民
に
寝
ら
ず
、
逆
に
庄
屋
H
地
主
が
個
人
的
飽
力
を
基
礎

に
、
富
の
蓄
積
と
同
時
に
搾
取
の
矛
盾
を
堆
積
し
た
者
と
し
て
大
き
く
詫

び
上
っ
た
に
針
し
、
領
主
が
相
的
的
に
弱
体
な
る
も
?
と
し
て
映
じ
た
た



め
だ
ろ
告
と
考
え
ら
れ
る
e

自主
(1) 

古
島
敏
雄
氏
編
「
寄
生
地
主
制
の
生
成
主
展
開
」
第
一
一
章

①
庄
屋

1
1
M
L
W
H佐
一
撲
の
研
究
上
問
題
に
な
っ
た
の
は
極
〈
最

近
の
こ
と
だ
と
恩
号
。
養
料
の
坦
混
と
共
に
一
撲
研
究
の
偏
差
が
耐
し
て

か
、
従
来
飴
り
探
と
げ
ら
れ
ぬ
の
み
か
、
暴
動
し
か
ら
ず
ん
ぽ
政
治
意
識

・
階
級
意
識
の
低
迷
と
速
断
し
勝
ち
で
怠
っ
た
。
黒

E
尽
の
「
年
実
」
だ

け
で
は
私
自
身
が
こ
の
点
を
疑
問
と
し
弔
問
と
し
た
が
、
リ
コ
ー
ル
の
具

体
的
内
容
拙
び
に
謹
生
基
盤
の
特
殊
餓
件
を
分
析
し
、
地
道
な
闘
容
の
中

に
激
し
い
政
治
的
意
欲
を
見
出
ナ
に
及
び
、
改
め
て
先
進
地
域
の
詰
闘
守

を
再
許
慣
す
る
必
要
を
痛
感
し
た
の
で
あ
る
w

睦

ω
津
田
秀
夫
氏
「
橋
津
型
地
域
に
お
け
る
百
姓
一
撲
の
悦
格
」

〔
歴
史
評
論
、
一
九
五
一
年
三
月
号
)

問
右
の
論
文
は
こ
の
点
に
つ
い
て
続
く
把
掴
苫
れ
、
街
綿
作
地

帯
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。

〔
一
九
豆
一
一
、
一
一
稿
)

附
記
本
摘
は
究
部
省
科
単
研
究
費
に
よ
る
研
究
報
告
で
あ
る
。
同
報

告
は
京
大
ー
一
同
史
教
室
の
池
田
、
湧
回
雨
氏
の
御
協
力
を
え
た
。




